
（別紙3）  

事  務  連  絡  

平成19年1月29日  

各都道府県有料老人ホーム主管課 御中  

厚生労働省老健局振興課  

有料老人ホームの一時金保全措置について   

日頃より有料老人ホーム行政の推進に御協力を賜り感謝申し上げます。   

平成18年4月1日以降新たに有料老人ホームの事業を行おうとする設置者は、老  

人福祉法（昭和38年法律第133号）第29条第5頓に基づき、有料老人ホームの  
一時金について保全措置を講じなければならないとされております。これに関し、具  

体的な保全措置については、「厚生労働大臣が定める有料老人ホームの設置者等が講  

ずべき措置」（平成18年厚生労働省告示第266号。以下「告示第266号」とい  

う。）において、①銀行等の連帯保証、②親会社の連帯保証、③保険事業者との保証  

保険契約、④公益法人との保全契約、の4つの方法が定められておりましたが、さら  

に、平成18年9月8日付厚生労働省告示第482号で告示烏266号を改正し、信  
託業務を営む金融機関との信託契約による方法を追加したところです。   

これらの保全措置について、複数の照会が寄せられていることから、基本的な枠組  

みの例を作成しましたので、これらを参考として引き続き適切に指導を行っていただ  

きますようお願いいたします。  

1．銀行等の連帯保証による方法及び保険事業者との保証保険契約による方法につい   

て  

これらの方法について、想定される基本的な枠組みの例を作成したので、参考と   

して下さい。（参考1）（参考2）   

2．信託業務を営む金融機関との信託契約による方法について  

信託契約による方法に閲し、想定される基本的な枠組みの例を作成するとともに、   

個別事案における要点について基本的な考え方をまとめましたので、参考として下   

さい。（参考3）  

（1）保全措置の義務付けは、あくまでも入居者保護の観点から、有料老人ホーム   
の設置者が不測の事態に備えて講ずべきものであるということに鑑み、元本割   

れを引き起こすことがないよう安定的な運用（預貯金、国債等）を行うもので   

あること（元本補てんの契約をしているものを除く。）。  
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（2）保全措置の趣旨は、有料老人ホームの設置者が返還債務を弁済しなければな   

らなくなった場合に保全金枝が入居者に確実に返還されるようにすることであ   

り、このため、信託契約の受益者を入居者とすることとしている。なお、この   

趣旨が満たされる限りにおいて、信託による収益部分については、入居者又は   

委託者（有料老人ホームの設置者）のいずれとしても差し支えないものである   

こと。  
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（参考1）  

銀行等の連帯保証による方法のイメージ  
（これは、想定される基本的枠組みの1つの例であり、保全が図られる範囲においてこれ以外の構成もあり得る。）  
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保証保険契約による方法のイメージ  
（これは、想定される基本的枠組みの1つの例であり、保全が図られる範囲においてこれ以外の構成もあり得る。）  
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（参考3）  

信託契約による方法のイメージ  
（これは、想定される基本的枠組みの1つの例であり、保全が図られる範囲においてこれ以外の構成もあり得る。）  
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16．介護サービス情報の公表制度の適正な運用について  

1 対象サービスの追加施行について   

（1）都道府県における準備  

介護サービス情報の公表制度（以下「情報公表制度」という。）については、介護   

保険法第115条の29第1項の規定を踏まえた介護保険法施行規則（以下「省令」  

という。）第140条の29の規定において、制度の対象となるサービスを年々追加  

施行することとしており、平成19年度においては、訪問リハビリテーション、適所  

ツハビリテーション及び介護療養施設サービスを追加施行することとしている。当該  

追加施行に係る省令の公布及び改正通知の発出を平成19年2月下旬に予定してお   

り、平成19年4月1日の施行を予定しているところである。  

各都道府県においては、介護保険法施行令第37条の2第1項に定める報告に関す  

聯引こ向けて、適確に準備願いたい。   

また、平成19年4月において施行しないサービスについては、平成21年度まで   

にすべて施行する予定であるので、了知されたい。  

（2）調査員養成研修等について  

各都道府県においては、対象サービスの追加施行に伴って、調査員養成研修の追加  

実施が必要となるので、次の点を踏まえ、適確に実施願いたい。  

ア 調査員指導者養成研修の実施  

追加施行する3サービスに係る調査員指導者養成研修については、社団法人シル  

ー（以下「支援  パーサービス振興会に設置された介護サービス情報公表支援センタ  

が実施主体となり、次の日程等で行われるので、調査員指導  センター」という。）  

者候補者の派遣等に配慮願いたい。なお、当該研修の詳細については、支援センタ   

ーからの連絡によることとなるので、念のため申し添える。  
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（第1回）  

・日 程：平成19年3月5日（月）～6日（火）  

・場 所：池袋サンシャイン文化会館501号室   

（第2回）  

・日 程：平成19年3月12日（月）～13日（火）  

・場 所：池袋サンシャイン文化会館502号室  

イ 調査員養成研修について   

卿こついては、各都道府県において、   

介護保険法施行規則第140条の41第2項の厚生労働大臣が定める基準に基づい  

て、都道府県内の調査事務の量等を踏まえ、必要な調査員数を確保できるよう計画   

塑造室遊願いたい。  

また、原則すべての介護事業所における共通の情報を調査し公表する情報公表制  

度においては、公表情報の均質性の確保が極めて重要である。このため、都道府県  

においては、調査員の主観によって調査結果が異なる等の事案が生じることがない  

よう、調査員養成研修の実施に当たっては、御性の確保に十分に留意願   

いたい。  

（3）情報公表システムの改訂・配布  

平成19年度における情報公表システムの改訂・配布については、支援センターに  

おいて鋭意取り組まれており、今後のスケジュールは次のとおりであるので、了知さ  

れたい。なお、当該システム改訂等の詳細については、支援センターからの連絡によ   

ることとなるので、念のため申し添える。  

① 情報公表システム関係調査票の配布：4月上旬  

② 調査票の集約支援ツールの配布  ：5月中旬  

公表システム本体改訂ソフトの配布：6月中旬  

なお、平成20年度以降においては、当該システム改訂等のスケジュールを前倒し  
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する必要があると認識している。ついては、平成19年度に都道府県で行うモデル調  

査事業、支援センターで行うモデル調査事業結果の検証等について、それぞれ1か月  

程度の前倒しを検討しており、改めて連絡するので、了知願いたい。  

2 事業運営ノウハウの蓄積と継続について  

情報公表制度については、平成18年4月に新しい都道府県の自治事務として創設し、  

初年度においては、各都道府県において、制度の普及啓発、調査事務及び情報公表事務  

の実施、介護サービス情報の解釈と運用等に鋭意取り組まれたところである。このよう   

な事業運営ノウハウが都道府県の自治事務として蓄積され、継続されていくことが極め   

て重要であるので、各都道府県において実施体制、資料等の確保を適確に実施願いたい。  

3 制度の適正運用について  

各都道府県におかれては、制度施行2年度目に向けて、次の各事項に留意の上、適正  

な運用を行われたい。   

（1）事業運営の透明性の確保について  

情報公表制度の事業運営に当たっては、介護事業者からの手数料を充てていること  

に鑑み、事業運営の透明性を確保するとともに、介護事業者、利用者等関係者の理解   

を深めていただく観点から、その運営状況について毎年度公表を行うことが望ましい  

旨、また、その際、公表を行うことが望ましい事項等について、平成19年1月29  

各都道府県において適確な対応を願いた  日付で事務連絡を行ったところであるので、   

い。   

（2）手数料の検証、見直し等について  

情報公表制度の初年度においては、手数料の水準の妥当性等について介護事業者か   

らの疑義、意見等が多く寄せられたところである。このため、制度施行2年度目を迎   

えるに当たり、可能な限り調査事務等の実態を把握し、手数料の水準の妥当性等につ   

いて検証し、対外的にも理解が′得られる手数料となるような必要な条例の見直し等の  
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墜旦塾生について、平成18年11月10日の第2回全国「介護サービス情報の公表」  

制度担当者会議、平成19年1月15日の全国厚生労働関係部局長会議、平成19年   

1月29日付事務連絡等により連絡してきたところであるが、重ねて各都道府県にお   

ける適確な対応を願いたい。  

（3）手数料に係る消費税の取扱いについて  

情報公表制度における手数料に係る消費税については、制度施行後の平成18年5  

月17日付け事務連絡において、国税庁と協議の上、調査事務手数料は非課税であり、  

情報公表事務手数料は課税との取扱いとなることを連絡したところであるが、その後、  

改めて国税庁と協議した結果、いずれの手数料についても課税されない（消費税不課  

毯⊥こととされ、聯月1日からの適用となったところであ  

るので、各都道府県の実情に応じた適確な対応を願いたい。  

3 制度の普及啓発について  

情報公表制度については、情報の公表主体である介護事業者、情報の活用主体である  

利用者の理解が不可欠であることを踏まえ、制度の普及啓発を積極的に行うことが極め  

て重要である。  

国においては、初年度の情報公表対象の9サービスの公表情報が全国的に概ね閲覧可  

能となる平成19年3月に、政府公報のテレビ番組を企画している。   

また、支援センターにおいては、昨年来、パンフレット、チラシ等の作成支援や全国  

3か所でのシンポジウムの開催等の普及啓発を行ってきたところであるが、今般、公表  

情報に係る一般のアクセスの利便性の向上のため、各都道府県の協力を得ながら、真壁  

空蝉情報公表システムへのリンクのためのサ  

乙上を塵蓋しているところである。   

査参道府県においては、引き続き、介護事業者に対して、制度の趣旨・目的、報告す  

亙断簡報の内容、調査事務の性格・方法等についての普及啓発の積極的かつ  

丁寧な実施に尽力願いたい。また、公表情報は、利用者に活用されることが何より重要  
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であるので、市町村（保険者）空蝉  

の普及啓発にも積極的に取り組まれたい。  

4 外部評価制度との関係について  

小規模多機能型居宅介護及び認知症対応型共同生活介護については、「指定地域密着   

型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」（指定基準）等の規定に基づい  

て、年に1回は外部評価を受けることとされているが、情報公表制度も平成21年度か  

ら適用とする予定である。   

このため、重囲て、客観的な事実  

情報の調査及び公表が可能な項目については、情報公表制度において公表することとし、  

目は、介護サービスの具体的な内容の評価に関わる項目とするなど、  外部評価制度の項   

両制度の関係を調整していくこととしている。  

5「介護サービス適正実施指導事業（モデル調査事業）」について  

平成19年度の本事業については、最大18種類の介護サービスを計象として実施す  

ゑ王室である。また、各都道府県においては、当該介護サービスの中からそれぞれ5サ  

ニ㈲分担して担当していただくことを  

王室している。 本事業は、各介護サービスに係る介護サービス情報（案）等の検証を行   

うとともに、協力介護事業所等を通じた制度施行前の普及啓発にも資する事業であるの   

で、各都道府県において積極的に実施願いたい。  
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17．事業者の指定更新制度の概要等について  

1． 指定の更新に係わる事務手続き等について   

（1）管下の事業者等に対し、指定の有効期間の満了に伴い指定の更新申請の   

事務手続きが必要となることを注意喚起されたい。  

特に指定の更新制度を含めた事後規制については、指定及び更新の欠格事   

由、欠格事由の対象となる役員等の範囲、欠格事由が適用される介護サービ   

スの指定の類型、指定の有効期間等の具体的な内容等については、理解が進   

んでいない状況が一部見受けられる。このため、別添のとおり、事業者団体   

向けに事後規制に係るリーフレットを作成したのでこれを活用いただき、さ   

らなる周知をお願いしたい。   

（2）事務処理に当たっては、平成20年3月末で事業者の指定の有効期間が満   

了することに伴い、同年4月までに更新を受ける事業者が多く、都道府県等  

における事務量が一時的に膨大となるため、平成19年度中の早い時期から  

対応が必要となることから、円滑な事務処理のため下記の点に留意しつつ、   

適切に対応されたい。  

①指定の更新に必要な添付書類の一部省略について  

既に指定申請の際に提出している書類と内容に変更がない場合は、都道  

府県等の判断により書類の提出を一部省略することができる扱いであるこ  

。  

②指定の更新申請時における確認について  

指定の更新は、指定車業者の基準の遵守状況を定期的に確認するもので  

あるため、更新時においては指定申請の受け付けた際と同様に立入検査を  

行うことが原則であるが、更新時までに立入検査等で状況を把握している  
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場合等についてはこの限りではないので、各サービス及び事業者等の個別   

の事例に応じて適切に対応すること。  

2． 指定の更新の欠格事由に係わる情報の把握について   

（1）事業者等の指定の更新の欠格事由の対象者については、事業者のみなら  

ず、役員等も対象となり、事業者の指定取消を含めた指定の更新の欠格事  

由に係わる情報を把握することは、円滑な指定の更新の事務手続きを行う  

上で重要である。このため、昨年3月の全国介護保険担当課長ブロック会  

議でお示しした「介護保険事業者及び介護支援専門員管理システム」を活  

用いただくとともに、指定の取消処分を受けた事業者情報については、速  

やかに本システムに登録願いたい。  

なお、本システムへの登録が個別の事情により未登録となっている自治  

体においては、当分の間、介護保険法に基づき指定の取消処分の公示を行  

った場合に、他の都道府県に周知するため、速やかに当該公示内容を振興  

課基準第一・二係に対してご報告願いたい。さらに、情報提供された公示  

内容については、当方から各都道府県を通じ、管下市町村に対して情報提  

供することとしているのでよろしくお願いする。   

（2）事業者情報を把握するに当たっては、「介護保険事業者及び介護支援専  

門員管理システム」の活用しつつ、管下の市町村との連携を図る必要があ  

り、下記の点について特に留意願いたい。  

・管下の市町村と連携して地域密着型サービス等に係わる事業者の情報  

を随時収集して情報の共有化を図っていただきたい。  

・管下の市町村の地域密着型サービスに係わる事業所情報も含め、事業者  

の指定の取消処分を行った場合には、速やかに本システムに登録願いた  
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い。   

他の都道府県からの指定の取消処分に係わる情報について、本システム   

を通じて入手した場合には、管下の市町村にも速やかに周知願いたい。  
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